平成28年５月13日
健障支第６９７号


日中活動サービス等事業所各位

横浜市健康福祉局障害支援課


「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出」の取扱いについて


　日頃より、本市の障害福祉行政につきましてご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業のうち、日中活動サービス等（生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、 宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(Ａ型・ Ｂ型))については、支給量の原則があります。
この支給量の原則の例外に関して、特例を適用する場合の届出の取扱いを再周知するとともに、一部手続を簡略化します。
日中活動サービス事業所におかれましては、本通知をご確認の上、引き続き利用者の利用日数を適切に把握し、サービス提供を行っていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

１　支給量の原則(原則の日数)
　日中活動サービス等の支給量については、原則として、各月の日数から 8 日を控除した日数(以下「原則の日数」という。) を限度とするルールがあります。
　参考
「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」（平成18年９月28日付け障障発0928001号）

２　「原則の日数」の例外について
（１）例外１
「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出(以下、「特例の
届出」という。)」を市に提出した上で、一定期間内の利用日数の総和が「原則の日数」以内に調整することを前提として、特定の月に「原則の日数」を超える利用を可能とする。

（２）例外２（※参考　こちらに関する取扱の変更はありません）
例外１に当てはまらない原則の日数の特例として、心身の状態が不安定である、介護者が不在で特に支援の必要があるなど、利用者の状態等に鑑みて区が必要と判断した場合には、「原則の日数」を超えて利用することができる。

３　特例の届出について
（１）届出の趣旨
　　日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合に、市に特例の届出を行うことで、特定の月に「原則の日数」を超える利用を可能とするものです。ただし、当該事業所等が特定する３か月以上１年以内の期間（以下、「対象期間」という。）における利用日数の合計を「原則の日数」の総和の範囲内とすることが必要となります。

（２）届出の方法
[bookmark: _GoBack]体制届と一緒に横浜市宛に提出してください(体制届の別紙５)。年度の途中に該当になると見込まれる場合は、前月までに同様式を用いて提出してください。

４　手続きの簡略化について
【変更前】
「原則の日数」を超える支援が見込まれる場合は、事前に市に特例の届出を行う。
実際に原則の日数を超える月に関しては、事前に区役所にご連絡いただき、一時的に受給者証の支給日数を増やす等の調整を行う。







【変更後】
「原則の日数」を超える支援が見込まれる場合は、事前に市に特例の届出を行う。
実際に原則の日数を超える月に関する区役所との事前調整は不要。





５　実際の請求方法について
事前に「特例の届出」を行っていて、一定期間の利用日数の総和が原則の日数以下(予定も含む)であるならば、特定の月の利用日数が原則の日数を超えている場合であっても、そのまま利用した日数で国保連に請求を行ってください。システム上支給日数を超えた旨の「警告」が出ますが、請求は可能です。

例）10月～12月の3か月で調整する場合　　　10月：24日請求　(原則の日数23日)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11月：22日請求　(原則の日数22日)
　　                                         　12月：22日請求　(原則の日数23日)
→10月の超過について、12月の利用日で調整されているので、適切な利用範囲です。
６　本市における請求審査について
以下の場合については、過誤等により是正していただきます。該当の場合は個別にご連絡します。
(1)事前の「特例の届出」なく利用日数が支給決定を超過した場合
(2)事前に届出された対象期間の請求を合算し、原則の日数以内に収まっていない場合
　
７　他都市の利用者について
　　支給決定を他都市で行っているケースについては、引き続き当該自治体の指示に従ってください。

























横浜市健康福祉局障害支援課
担当：川上・小笠原
電話：045-671-3607 FAX：045-671-3566

